
   ○東御市公共交通活性化協議会設置要綱 

令和３年４月１日 

告示第52号 

 （設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号。以下「法」という。）

第６条第１項の規定に基づき、東御市公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

 （事務所） 

第２条 協議会の事務所は、東御市県281番地２東御市役所内に置く。 

 （協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。 

 (1) 法第５条に規定する地域公共交通計画（以下この条において「交通計画」という。）に係る調

査、策定及び変更の協議に関すること。 

 (2) 法第27条の２に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画（以下この条において「サービス

継続計画」という。）に係る調査、策定及び変更の協議に関すること。 

 (3) 法第27条の16に規定する地域公共交通利便増進実施計画（以下この条において「利便増進計画」

という。）に係る調査、策定及び変更の協議に関すること。 

 (4) 交通計画、サービス継続計画及び利便増進計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

 (5) 交通計画、サービス継続計画及び利便増進計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。 

 （組織） 

第４条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 長野運輸支局長の指名する者 

 (2) 長野県知事の指名する者 

 (3) 東御市長の指名する者 

 (4) 交通事業者 

 (5) 交通事業者の運転手組合 

 (6) 道路管理者 

 (7) 公安委員会 

 (8) 住民又は公共交通機関の利用者 

 (9) 学識経験者 

 (10) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（役員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。 

 (1) 会長 １人 

 (2) 副会長 １人 

 (3) 監事 ２人 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 監事は、委員の中から会長が指名する。 

 （役員の任務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、会長の職務を代理す

る。 



３ 監事は、協議会の会計の状況を監査する。 

 （会議） 

第８条 協議会の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集し、会長が会議の議

長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理人を出席させることができることとし、代理人

の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 会議の議決方法は、出席委員の過半数の賛同をもって決定することとする。ただし、可否同数の

ときは会長の決するところによる。 

５ 会議は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見 

を聴くことができる。 

６ 会議は、原則として公開とする。ただし、会長は、会議を公開することにより公正かつ円滑な議

事運営に支障が生じると認められるときは、会議に諮り、公開としないことができる。 

 （協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で協議が整った事項については、委員はその協議結果を尊重しなければならない。 

 （事務局） 

第10条 協議会の事務局は、東御市産業経済部商工観光課内に置く。 

２ 事務局には事務局長及び事務局員を置き、事務局長には東御市産業経済部商工観光課長、事務局

員には商工観光課職員をもって充てる。 

３ 協議会の庶務は、事務局長が総括し処理する。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （事業年度） 

第11条 協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月31日に終わる。 

 （経費） 

第12条 協議会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

 (1) 委員が所属する団体からの負担金 

 (2) 国からの補助金 

 (3) その他の収入 

 （収支予算） 

第13条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、協議会の議決を得なければならない。 

 （財務に関する事項） 

第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （監査） 

第15条 会長は、毎事業年度終了後、次に掲げる書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けな

ければならない。 

 (1) 事業報告書 

 (2) 収支計算書 

 (3) 財産目録 

２ 監事は、前項に規定する書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報

告するとともに、会長はその監査報告書を協議会に提出しなければならない。 

３ 会長は、第１項に規定する書類及び前項の監査報告書について、協議会で承認を得た後、これを

事務局に備え付けておかなければならない。 

 （告示の変更） 

第16条 この告示を変更する場合には、協議会の承認を経るものとする。 

 （協議会が解散する場合の措置） 

第17条 協議会が解散する場合には、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者が

これを決算する。 

２ 協議会が解散時に保有する財産の帰属については、協議会において議決する。 



 （補則） 

第18条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 


